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1 章 研究概要              1 章 研究概要               

1－1 研究の背景・目的 

昨今建設業界において強く要請されてい

る省エネルギー化・省資源化に寄与する環境

配慮型技術の導入を阻害する要因として、①

イニシャルコストが高い、②設備以外の技術

は効果が予測しにくい、③設計において建

築・設備・電気の 3分野の連携が困難である、
等が挙げられる。そのため、特に建築一体型

の環境配慮型技術の導入には、発注者の明確

な意思とリーダーシップが欠かせない要素

になる。 
そこで本研究では、意思決定の主体であ

る発注者に着目し、環境配慮型技術を導入し

たいという意向を持った発注者が環境配慮

型技術を効果的に導入するためにとるべき

戦略を提示することを目的とする。 
1－2 研究の対象 

本研究では、環境配慮型技術が建築一体

型も含めて複合的に用いられた運用実績の

ある事例を調査する。対象事例は、2000年 1
月以降の建築雑誌「日経アーキテクチュア」

「新建築」から収集した。用途としては公共

系事務所型建築物を取り挙げる。建築一体型

技術が最も多く導入されている代表的用途

であり、さらに公共系に絞ることで比較する

範囲・要素を明確化するためである。（表 1） 
1－3 研究の方法 

調査対象各事例の発注者及び設計者への

ヒアリング調査、現地調査、図面調査及びデ

ータ分析を行なった。 

2 章 環境配慮型技術導入時の発注者関与に

関する実例調査と検討内容の技術的分析 

2－1 対象事例選定と類型化 

対象事例として表 1 に示した 55 事例は
発注者主導型と設計者主導型の２タイプに

概ね分かれており、本研究では様々な発注方

法、発注者及び設計者の技術レベルになるよ

う複数選定して対象事例とした。（図１） 
2－2 調査対象事例の概要 

１）発注者主導型 

・ 基本設計から PFI 方式で行われた事例Ａ、

発注者及び設計者の技術レベルは高い。 

・ 特命方式で地元設計事務所を選定した事

例Ｂ、環境は発注者、意匠・計画を設計 
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図 1：事例選定と類型化 
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多
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者。発注者は環境面の技術レベルは高い。 

・ アドバイザー（建築家）にエスキスを受

けながら発注者が設計した事例Ｃ 

２）設計者主導型 

・ 意匠設計の後に大手組織設計が計画・環

境の検討を行なった事例Ｄ 

・ 発注者から地元特有の要望を取り込みな

がら大手組織設計が設計した事例Ｅ、設

計者の技術レベルは高い。 

・ 構造専門の地元設計事務所が環境技術に

取り組んだ事例Ｆ、発注者・設計者共に

環境技術導入の経験無し。 

2－3 建築一体型技術と建築計画・構造計画 

１）建築計画との融合 
建築一体型技術は建物全体の配置計画や

各居室の配置計画と深く関連しており、建物

全体の計画の決定が難航した事例が多い。事

例 B・Cは、建築計画と環境技術の両面が不
確定の状態で検討を進めたため、意思決定が

困難になった。逆に事例Ａでは建築計画を発

注の前段階で決定し意思決定を容易にした。 
建築計画と建築一体型技術との両者をフ

レキシブルに検討したほうが省エネルギー

性能は高くなる可能性は残るが、建築計画を

先に決定することで環境技術に特化した検

討を行なうことができる。 
２）構造設計との融合 

環境技術を構造面と深い関係性の中で導

入した事例が多い。事例 B では、構造を採
光・通風面と分離することで取得面積を広げ

て空間全体に実現できるよう配慮している。

事例 Cでは、自然採光を邪魔しないよう細い
トラスによる無柱アトリウムが、事例 Fでは、
免震装置を生かした地下ピット給気及び軽

快な鉄骨構造の緩衝アトリウム空間が導入

されるなど、環境技術と構造技術が相乗効果

となるように設計に配慮がなされている。 
2－4 各要素技術の分析 

本研究で分析した各要素技術のうち、特

徴のあるものに関して以下に記す。 
１）PVルーバー・PV庇の建築的処理 
事例 Fでは、連続する PV庇による日影

を考慮しなかった。施工現場で日影に気づき

配線変更により影響を最小限に留めたが、発

電量は大きく低下した。事例 Eでは、PVル
ーバーによる日影を検討段階から考慮し、ル

ーバーの角度調整によりPVへの日影を避け
た。PV ルーバー・PV 庇導入時には、日影
予測を基本設計までに行ない、建築的処理を

基本設計中に検討する必要がある。 
２）自然採光における照明負荷低減 
事例 Bでは、日射遮蔽効果を高めるため

にライトシェルフと建物配置を綿密に検討

すると同時に、均質性の低い光環境では明る

くても照明をつけてしまうことを想定して

いたので、均質性向上のために室内反射板と 
 

表 2：各事例の発注方式と導入された環境配慮型技術（左：発注者主導型、右：設計者主導型）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県 研究施設 東京都 研究施設

2006年 Ｔ大学発注 2006年 Ｓ大学院大学発注

北海道 庁舎・研究施設 沖縄県 庁舎

2002年 Ｈ道発注 2002年 Ⅰ市発注

兵庫県 庁舎 広島県 庁舎

2002年 Ｈ県発注 2001年 旧Ｔ町発注

地元設計事務所

庇、Low-e、アトリウム、クール
チューブ、太陽光発電、水蓄熱

事
例
F

指名プロポーザル方式

大手組織設計＋設計事務所

ルーバー庇、ハイサイドライト

指名エスキス方式

大手組織設計

ルーバー、アマハジ、花ブロック、
庇、太陽光発電、水氷蓄熱

指名プロポーザル方式

事
例
B

事
例
C

インハウス＋アドバイザー

県企業庁＋設計事務所

ルーバー、庇、トップライト、自然通
風、太陽光発電、地場産材

インハウス＋特命方式

道研究所＋地元設計事務所
外断熱鋼板、ルーバー、庇、Low-e、ライ
トシェルフ、アトリウム換気、床吹出空
調、アイスシェルター、雪冷房

事
例
D

事
例
E

PFI事業、総合評価方式

大学教授＋大手組織設計＋大手ゼネコン

断熱外壁、ルーバー、庇、ペアガラス、ア
トリウム自然換気、地中熱利用

事
例
A



拡散ガラス、拡散光を生み出すロールブライ

ンドを導入している。これらにより実際に約

80％の照明負荷低減を達成している。 
一方事例 Cでは、ルーバーによる日射遮

蔽効果の検証が設計コスト低減のため行な

われず、室内遮光建具による均質性の向上も

想定されなかった。この結果運用時、執務空

間に直射が入って均質性が確保できず、利用

者は午前中から遮光ブラインドを下げて人

工照明に頼っている状況である。 
室内遮光建具による拡散光の利用や午前

中ないし昼過ぎまでブラインドが不要にな

る配置計画及び遮光装置の計画により、運用

時の照明負荷低減効果は大きくなる。 
３）アトリウムの熱環境予測 

事例 Aでは当初、西面 CWを全面ガラス
にしていたが、検討途中で内部の熱環境悪化

に気づき、熱環境予測を行なった結果 CW上
部をガラスからRCに変更した。事例Bでは、
東西面ガラス CW による熱負荷は当初から

想定していたが、内部からの眺望確保のため

に RCではなくガラスを選択した結果、熱負
荷が 4 割程度増加した。事例 C では、半屋
外アトリウムの詳細な熱環境予測を行なっ

ておらず、運用後、想定以上に厳しい寒さの

ため、東西面にガラス CWを設置する改修工
事により熱環境向上が図られた。 

 
3章 実例調査の結果分析による発注者戦略 

3－1 発注者による設計関与の戦略 

事例ごとに各技術の検討内容を詳細に追

尾した内容の分析により、環境性能向上につ

ながる設計関与の戦略を提示する。 
ⅰ）環境配慮に関する要望の明確化、意匠・

計画との優先順位の決定 
① ルーバー、ライトシェルフ、庇 
熱環境、光環境、換気通風、イニシャルコス

ト、運用コストのうち、どのような目的に重

点を置いて導入するのか、基本設計までに設

計者に要望を伝達する。 
基本設計・実施設計において、内部からの眺

望や意匠面との兼ね合いについてどのよう

な優先順位で行なうか要望を伝達する。 
② アトリウム、地下ピット、窓・戸・欄間 
光・風・熱、使い勝手、意匠面での効果や啓

発効果、建設コスト等の要望の優先順位を明

確化して基本設計までに設計者に伝達する。 
ⅱ）外部組織との連携・活用 
① 太陽光発電 
太陽光発電には NEDO の補助金が適用され
るため、基本計画で NEDO の補助金を受け
る準備を行なう。設計者に基本設計中に発電

量予測の提示を求め、基本設計・実施設計に

おいて、NEDOと補助対象部分の交渉や設置
スケジュールの調整を、電力会社と連系方法

や逆潮流などの調整を行ない、設計者に伝達

する。 
実施設計後、納品・施工の入札を行う際に、

PV 発電量による性能発注も含めて検討する。 
② 蓄熱・蓄冷 
設備技術者との連携が重要。導入したい場合

は基本設計段階で設計者・設備技術者に要望

する。設備技術者が設計請負者内にいること

が望ましいが、電力会社に蓄熱導入時の電力

消費量予測の見積りを出すなど、外部からの

調達でも連携を密に取ることで可能になる。 
建設コストが不足している場合、実施設計段

階で蓄熱槽の PFI 化（設置＋リーシング）
の可能性を電力会社と協議する。 
ⅲ）性能検証による要望の実現 
① 太陽光発電 
日影条件がある場合、基本設計中に発電量予

測を設計者に要望して行なう。電力会社に外

注する場合は、周辺環境や自らの建築物の計

画、別のPVパネルの配置も含めて伝達する。 
② ルーバー・ライトシェルフ・庇 
日射遮蔽効果の予測は容易だが、自然採光効

果は照度予測が必要。効果を検証する要望を

出来れば基本設計中に出すことが望ましい。 
設計コスト低減のために予測を行わない場

合は、基本計画・基本設計時に、成功事例を

参照して効果に関する知見を持っておく。 



③ アトリウム、地下ピット、窓・戸・欄間 
設計者に対して、基本設計において費用対効

果や光・風・熱の各環境の検証を求める。 
換気量はアトリウム環境を左右し、誘引効果

の利用には建築的処理が必要な場合がある。

基本設計で風洞やシミュレーションによる

換気装置の検討を求める必要がある。 
ⅳ）耐久性・メンテナンス性・更新性の実現 

① 太陽光発電 
PV のメンテナンス性とコストに関する要望
を実施設計で設計者に伝達する。LCC の低
減のために、実施設計で更新性・耐久性のよ

い素材・ディテールを設計者に要望する。 
② ルーバー・ライトシェルフ・庇 
外部環境にさらされるので、LCC も考慮し
ながら、実施設計で設計者に素材やディテー

ルに関する要望を伝達する。 
ⅴ）ユーザー視点の代表者としての要望伝達  
① ルーバー・ライトシェルフ・庇 
室内の遮光装置として、ユーザー視点からロ

ールブラインドのような間接拡散光を利用

できる建具の導入を実施設計で求める。 
② アトリウム、地下ピット、窓・戸・欄間 
使用者の感覚に応じて操作できる建具の導

入を実施設計において設計者に要望する。 
自然通風を行ないやすい引き戸の導入を設

計者に要望する。防火区画の法的処理の問題

上、基本設計終了までに行なう。 
3－2 発注方法に関する戦略 

PFI方式を採用する場合は、環境技術に
関する要望と計画・構造に関する要望及び法

令遵守が対立しないように、設計者を拘束す

る条件を要求水準書に盛り込むことが重要

になる。それによって民間に創意工夫を求め

る部分に、争点を明確化することができる。 
設計コストや建設コストの制限、時間的

条件が強い場合には、特命方式を採用するこ

とが望ましい。しかし、それらの制限によっ

て技術検討内容まで制限してしまうことは

LCCや LCCO2の低減にはつながらない。 
プロポーザル方式は具体的形状のない段

階から発注者と設計者が協働するため、建築

一体型技術の導入に適しているといえる。 
 
4 章 結論                

本研究の分析から、発注者にとって企画

段階で重要なことは、どの技術を導入するか

という手段の明確化ではなく、どういった空

間環境をつくりたいか、視覚的に啓発効果を

生み出したい、といった事業全体の目的を明

確化して発注者内で合意形成を行なうこと

であることが明らかになった。その上で自ら

所有する環境技術・計画意匠の設計技術を客

観視して、適切な発注方法を選択することが

必要である。 
設計の段階において重要なことは、①エ

ネルギー関連の関係主体に加えて建築計

画・構造計画の担当者と綿密なコンタクトを

とること、②発注者・設計者間で協働するこ

とによって既存の分野を越えた共通認識と

相互理解を生んでいくこと、そして ③技術
ごとの観点からではなく本来の目的（空間環

境や各インフラ負荷低減、LCC 低減など）
の観点から環境技術を評価することで方向

性を明確化することである。 

 
表 3：発注者による環境配慮型技術導入に向けた発注方法に関する適性と注意事項 

類型化 設計者選定 一般的な特徴
・民間の創意工夫によるVFM確保、LCC低減につながる。 ・民間の創意工夫を利用したい部分を明確化し、争点を絞った発注を行なうことが必要。
・運用ノウハウが要求される事業性の高い施設に適する。 ・環境配慮型技術と環境面以外の発注者側の要望（建物配置・階数・各居室の配置等の建築計画、各法令の遵守）が
・設計性能が確定していて齟齬が生じにくい施設に適する。 　対立しないように、設計者を拘束する条件を要求水準書に綿密に盛り込むことが必要。
・設計変更が生じにくい発注者の施設に適する。 ・環境配慮型技術に対する豊富な知識・経験のある発注者でないと、建築一体型技術の導入は困難。
・時間的制約の強い事業には不向き。 ・時間的制約が強い場合には特命随契・指名プロポーザルなどの方が望ましい。

・発注者の苦手分野や技術的な不足を補う。 ・協働して形を作り上げていく設計フロー・責任範囲を明確化しておくことが必要。
・通常の建物とは異なる設計目的が大義名分として必要。 ・互いの分野にオーバーラップしながら相互理解と共通認識の構築を深めることが重要である。
・設計コストが安くて済む。 ・建築コストや設計コストの低減を最重要視してしまうと、LCCやLCCO2を低減する技術の導入は困難。
・選定コスト・選定期間が不要。 ・時間的制約、コスト上の制約が強い場合には適している。
・案ではなく設計者の考え方や資質・実績で選定する。 ・建物全体の形状にとらわれにくいので建築一体型技術の導入は向いている。
・発注者と協働して設計を進めるので要望の反映が容易。 ・両者が協働していく中で設計を進めるので、共通認識やコンセンサスを形成しやすく、建築一体型技術検討時に

・設計者選定への手間・時間のロスが少ない。 　避けられない折衝や意向の対立を和らげることが出来る。
・設計者の環境配慮型技術に対する経験が少ない場合にも比較的向いている。

・設計案の方向性と設計者の考え方・実績で選定する。 ・プロポーザル方式よりも発注段階で発注者の要望を盛り込んでおくことの重要性が高い。
・発注者と協働して設計を進めるので要望の反映が容易。 ・設計者の提案した大枠の中で、発注者の意図を実現させていくように綿密に働きかけることが必要。
・設計者の具体的な建築的イメージ・コンセプト・意匠 ・設計者の環境配慮型技術に対する経験が豊富な場合に比較的向いている。

　･計画などが反映できる。 ・意匠上のアクセントを発注者が求めている場合に特に望ましい。

発注者の技
術・経験が低
い場合

発注者の技
術・経験が高
い場合

本研究で明らかになった特徴・建築一体型技術導入における注意事項

PFI方式

インハウス＋
特命随契

指名プロポー
ザル

指名エスキス


